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令和４年度第１回田辺市男女共同参画懇話会会議録 

 

開催日時  令和４年８月５日（金）午前１０時～１２時 

 

開催場所  田辺市民総合センター ２階交流ホール 

 

出席委員  宍塚委員、井溪委員、前田委員、坪井委員、北川委員、小川委員 

中村委員、金川委員、須本委員、髙垣委員、松下委員、井澗委員 

栗栖委員、近藤委員 

 

欠席委員  後藤委員、平谷委員、山本委員、髙橋委員、福田委員、阿田木委員 

 

出席職員  山﨑企画部長、平谷室長、伊達主任 

傍聴者   一般１名 

 

内 容 

１ 田辺市男女共同参画懇話会について 

田辺市男女共同参画懇話会の設置要綱及び会議の公開について、事務局から

説明。また、ホームページの委員名簿登載、会議録の発言者表記をアルファ

ベットで掲載することについて承諾を得た。 

２ 自己紹介 

各委員及び職員自己紹介 

３ 議 事 

   議題 

（１） 第２次田辺市男女共同参画プラン令和３年度推進状況報告及び数値目標に

ついて 

（２） 令和３年度田辺市男女共同参画センター事業報告及び令和４年度田辺市男

女共同参画センター事業計画について 

（３） 「男女共同参画に関する市民意識調査」について 

 ・男女共同参画に関するアンケート調査実施要領について 

  （市民意識調査、事業所調査） 

 ・第３次田辺市男女共同参画プラン策定に係るアンケート調査票（案） 

  等について 

（４） 意見交換 

（５） その他 
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主な意見 

議題１：第２次田辺市男女共同参画プラン令和３年度推進状況報告及び数値目標につ

いて 

 

Ａ委員・・・今の報告についてちょっと何点かあるのですみません。昨年の 11 月に

取り組みと評価を変えていただいたんです。同じ項目にあったので。ありがとうござい

ます。ただ私だけかもしれないんですけども、ここの例えば、取り組み内容２における

取り組みにしても、行政における男女共同参画の推進とありますよね。で、私としたら

担当課の評価っていうのはその下の黒丸の、男女共同参画の視点を含めた職員研修の実

施であったりとか、部門別計画への男女共同参画の視点の盛り込み、見直しについての

評価のように思うんですけども、ここでは取り組み項目の①、④、⑤とかなってるんで

すね上の。そしたら①は、とらわれない内容の事業を実施したとかあって、非常にこの

取り組み項目がいるのかなと思ったりするんですね。①、②、③、④、⑤、⑥て。⑦が

ほとんどないんです、どことも、審議会委員の委員登用に当たり女性の登用を積極的に

行ったという項目はどこともほとんどないんです。ただ、⑧だけがあって、その他の「評

価等の理由・課題等」欄参照だけの⑧だけの部分もいくつかあるんです。生涯学習課で

あったりとか、防災まちづくり課であったり、そしたら、その次に担当課の評価やから、

私の中では、取り組み内容２、取り組み内容３とか、20 いくつまであるんですけど、

その点についての評価の方が私はわかりやすいです。というのが一点。 

昨年も質問させてもらったんですけども、庁内の推進体制の整備としてやっぱり一番

中心なのが、庁内の推進本部ですよね。そしてここの懇話会ですよね。ちゃんと項目の

表に載ってるんですね。ここの初めにもあるんですけども、初めに全庁的に取組を進め

てまいりましたって、あるんですね。前回伺ったときは、ここ２年間会議が開かれてな

いと。一応ちょっとそれは PDCA を考えたときにそれはないよねって思ったんですね。 

その後、去年から今年まで、会議が開かれたのかどうかっていうのと、生涯学習課、

私もちょっと属してるもので、属する者が言ってもなかなか取り入れてくれなかったん

ですけども、県の第５次の基本計画の中にも、推進本部として県知事はじめ、本部長、

警察、教育長が入っているんですね。橋本市の条例の中にも、市、市民、事業者の役割、

責任だけじゃなくて、教育関係も入っているんですね。ということは文科省からも 2015

年にいろいろ通達がおりてきたりしているのに、例えば生涯学習課で、書いたのは、前

回は全くでもないんですけども、人づくりの分の項目が書いてあって、それはちょっと

ここの男女共同参画の取り組みとは相いれないんじゃないんですかっていうことを質

問させてもらったんです。そしたら今回は、基本計画のアンケートの中に、「地域が活

性化するために必要なことは何だと考えますか」の中に、「地域における意思決定の場

に女性が参画するを設けた」これだけでＢとしてるんですね。私は公民館の役割として、

もうちょっと前回も事務局にも言って、いいビデオなりいろいろ持ってるんやから、そ
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こを利用して、公民館等でみんなに啓発してもらったらどうですか。っていうのも言わ

せてもらいましたけども、これぐらいのアンケートの項目だけあってＢっていうのは、

ちょっといただけないんじゃないかなと思うのと、12 ページの、人権推進課に人権を

考える集いのことが書かれてるんですけども、ここでの取り組み 2 は、男女共同参画の

視点を含めた職員研修とか、あるんですね、そこの 12 ページに、でも、関守住職さん

はすごく音楽法話で私も聞いたことがあって素晴らしい方なんですけど、ここでは男女

共同参画の視点だから、あくまでこの人権のこれは行事としてそれはいいと思うんです

けど、ここの男女共同参画の取組のなかに載せるのは、ちょっと私は違うんじゃないか

なって思ったりします。 

最後の参考資料の 1の審議会等への女性の登用率、33%が目標値で 31.8%、前回より

も 0.6％ポイント上がってる。それは素晴らしいと思うんですね。 

先ほど９ページの農業の云々があったんですけども、農業のところで、全体の農業の

戸数が減ってるんですけども、女性の経営者の場合は 10 人で、そのまま比率としてあ

るんです。率としては上がってるんですね。ただ、去年のその審議会の登用の農業振興

課のを見ても、全部同じなんです。中山間地域云々、農業教育振興委員会、農業振興地

域整備促進協議会、人農地プラン策定協議会、全部女性があんまり変わりなくて、ゼロ

も結構あるんですね。率として 10人の経営者があるんだったら、そこら辺にもうちょ

っと１人でも２人でもあげてもいいんじゃないかな、て思います。 

女性比率の０%が 64 のうち、12 あって昨年と同じなんです。例えばね、市の私有林

の経営委員会とか木材加工所経営委員会っていうのは本当にやっぱり女性の経営者が

少ないから、それはもう仕方がないと思います。ただ、他のとこで、例えば水道水源の

審議会は、あの大塔だけが 1人入ってるんですね。あと誰も入ってないんです女性。こ

の会議は、何かなければ、災害とかなければ会議開かれないみたいなんですけども、や

っぱりせめてね、ここらとか入れるところいっぱいあると思うんですね。10 人のうち

に。どうしても女性の少ない経営者は仕方ないにしても、そこら辺は、ちょっとその取

り組み項目①から⑧とかじゃなくて、取り組み内容２とか３とか 20 いくつまでのそこ

に対して評価という方が非常にわかりやすいと思います。以上です。 

 

会長・・・ありがとうございました。他にご意見、あるいはご質問でも結構ですが。 

 

Ｂ委員・・・少し今Ａ委員さんが言われたことに対しての意見と補足ということで、

また報告書のこの取り組み項目をどういう形式にされるかっていうのは、一つ検討の余

地があるのかなと。ただ、今取り組み内容というのは、割とその施策の中で、「内容」

ですので、その内容の種類によって、割とかなり具体化されたものと抽象的なものがあ

って、ちょっと取り組み内容の項目で測るのが実はばらつきが出てくるのかなという気

はしています。 
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そうすると、この取り組み内容自体も記載を割と私達よく粒を揃えるというんですけ

れども、各課同じようなトーンでもってイメージをしていくべきなのか、そしてそれに

よって評価をするべきなのか、あとこの取り組み項目の多分①から⑧というのを設けら

れた理由としては、少し大きな視点で計画データを貫く視点として、こういうようなも

のが８項目挙げられて、それで記載をされたっていうふうに、少し捉え方が違ってるよ

うな気がしますので、どっちを使うかによってそのあたりはご検討の余地があるのかな

と。 

だから、田辺市さんの考えによっては、割と長期的な大きな視点でやるんだっていう

話であれば、①から⑧になりますし、今年度のものの具体的な政策の取り組みの進捗状

況というのを見るのであれば、取り組み内容をもう少しこう粒を揃えて、精査をしたも

のになるのかなと思うので、その辺りはどういうふうな方針でいくかっていうのは検討

の必要があるかと思うんです。 

一つＡ委員さんが言われたことでなるほどなあと思ったのが、多分この報告書自体を、

一応何て言うんですかね、各自治体すごい差があって、そもそもこれのチェックができ

てない自治体も正直和歌山県あります。計画作って作りっぱなしのとこで何のチェック

もしてないとこもあるんですね。 

やっぱり田辺市さんは紀南地域代表する街ですから、そういうことはなくて年ごとの

進捗状況評価をされてると思うんです。ここは一つはやるべきことを最低限やっておら

れるというふうに思うのですけれども、そこのその書きぶりとフィードバックというの

を、多分今Ａ委員さんおっしゃられていったのかなあと思って、なんとなく行政職員さ

んのその気持ちとしては、最初は「何書くの？うち書く事ないですよ。」から始まって、

なんとか男女共同参画推進室がここの取り組みをしっかり管理してくださいよという

ことで埋めてくるようにはなったんだけど、その埋めてくるとか次年度のフィードバッ

クが、正直、各課ですごい違う、これどこの自治体もね、悩んでる悩みなんですよ。そ

れを今後、推進室となかなか人員が少ない中でどうやってやりとりしていくかなんです

けど、各課のやりとりで今年度こういう指摘があったので、もうちょっとやっぱりちゃ

んと男女共同参画の内容を意識した記載とか、前年と同じじゃなくて、ちゃんとフィー

ドバックを考えてとか、取り組み項目⑧て、その他って意味ないよねみたいな話から、

少し次年度に向けて修正をかけていく、そういう相互やりとりを評価をする時期に来て

るんだと思います。だからそういった意味での、実施報告書の改善点に繋がる先ほどの

指摘だったのかなとは思いますので、その辺り実は１ランク上にレベル上がってくると

大変難しい作業なんです。難しい作業なんであんまり焦らずになかなかこれ、他の課と

も絡む話ですからはっきりちゃんとこちらの意図を持ってちゃんと意識して入ってく

れる課と、書いとけばいいやろうみたいな課とまだ温度差があると思うので、そのあた

りはちょっとじっくり進めていただいたらよろしいのかなあというふうに私自身はち

ょっと思っています。 
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一つは私は大変面白いなと思ったのが、11 ページの部分で消防総務課さんの姿勢が

変わってきたというか、これ多分国の影響あるんだと思います。国は今、消防に関して

女性を積極的に採用するように災害支援のこともあるのでということで国が音頭取っ

て進めてるので、田辺市さんも動くようになってきたと思うんですけど、そういう上か

らのその変わりようなんだけど、やっぱり女性を対象に、もっと積極的にというのは、

今回その消防総務課さんなんかは結構見えるので、そういった時期の変化を含めてのフ

ィードバックというかね、改善点というのは積極的に評価していきたいなあと思います

し、例えば女子野球の部分の啓発という田辺市がそのタウンになったっていったらもう

ぜひ積極的に活用していただいて、田辺市が本当女子野球の町みたいになっていくと素

晴らしいんじゃないかなというふうに思います。 

数値目標については本当にＡ委員さんと同じで、ちょっと考慮して頑張ったら、もう

ちょっと入れれるとこはあるのかな。その辺はまたね各課とのやり取りになって難しい

とこですけれどもね、ご検討に引き続き進めていただければなというふうに思います。

何か質問というより意見ということで、以上です。 

 

会長・・・ありがとうございます。他に、ご意見ご質問がないようでしたら…。 

Ｃ委員さんお願いします。 

 

Ｃ委員・・・全般的なことを今お二人からお伺いしましたが、個別の内容のとこでち

ょっとお伺いしたい部分があります。ちょっとやっぱり審議会等への女性登用率の部分

は一つの大きな目安になってくると思いますが、あんまりだから各課変わらない部分と

いうのは考え方というのがあるとは思うんですが。 

まずこのその長い資料のところの企画広報課っていうので、企画部担当のとこなので、

もうちょっと頑張っていただきたいなというのは特にあるんです。ずっとこの指定管理

者選定委員会とか、まち・ひと・しごと作りの委員会とかいうのは人数も少ないから、

新しい専門的な方が入ってられるんかなという気はするんですが、ここらはなかなか難

しいところでしょうか？企画部長もいらっしゃるので、きちんと聞きたいなと思います。 

 

部長・・・はい、これ答弁ということで求められましたので、指定管理者選定委員会

につきましても、まち・ひと・しごとにつきましても実は専門家ばかりということにな

っています。特に団体選出という中で、冒頭で事務局も申し上げましたけども、団体選

出の中でお願いはしているんですけども、なかなかそれが叶ってないっていうような状

況であります。 

ただ、まち・ひと・しごととかについては、もしかしたらもうちょっと工夫の余地が

あるかなとは個人的には思います。担当課と詰めていませんので、あまり軽々にどうで

きますというのはなかなか言えないんですけど。ただ、指定管理者選定委員会について
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は、かなり専門性が高いので、その女性の方を入れるかどうかっていうところにつきま

しては、先ほどの木材加工場と市有林経営委員会のように経営の観点で判断できる、そ

ういう専門性を持った女性の方がいるかどうかっていうところにかかってきますので、

またそのあたりは、今日は全般的にもう少しこの企画広報課だけではなくて、他にもあ

るんじゃないかというご意見をいただきましたので、また引き続きちょっと個別に何か

工夫ができないかということで、この企画広報課の部分含めて当たってきたいと思いま

す。ありがとうございます。 

 

Ｃ委員・・・ちょっと引き続きもう一つ、市職員の女性登用率のところでお伺いした

いんですが、22ページの総務課のほうで、３年度の市職員総数が 896 人のうち女性が

257 人っていうことがベースで、あと係長級っていうのは上がってきてるっていうのは

確実なんだと思うんですけども、この場合、部長級の方も１人おられるようになったっ

ていうこともありの中で、市としてはこの部分が大きな目安になる部分、市の評価って

いうなかでは大きな目安になると思うんで、ここ大事にしたいと思うんですが、ポジテ

ィブアクションっていうかアファーマティブアクションになると、その積極的に女性を

登用していくとか、管理職に上げていくとか、採用していくというところでは、そこら

のとこ総務課じゃないんで部長自身がすぐ答えられる問題ではないかわからないんで

すが、やっぱりちゃんとここの部分で総務課の中では、そういう考え方っていうことが

根付いているというふうに捉えてよろしいんでしょうか？ 

 

部長・・・22 ページの評価の下段に、書いてるところもあるんですけど、まずは管

理職の登用に向けては、やっぱり係長級になって課長になって部長になっていくという

ことで言うと、今のところやっぱりあの課長級の職員女性職員がやっぱり少ない中で、

まずは係長を増やしていくその中で、そこについては係長級に積極的に女性職員を登用

することによりっていうふうに書いてあるんですけども、まずはそこを今、総務課とし

ては取り組んでいると、その延長線に当然課長級になる部長級になるという、今、課長

級にいない中で急に部長級っていうのはなかなか難しいところがありますので、これも

時間かかるんですけども、積極的な係長級への登用を進めながらその時期を見て、課長

また部長ということも考えていきたいということを総務課としては考えているという

ふうに思います。ちょっと所管ではないので、思いますっていうところになります。 

あと職員採用に関しましては、特に消防についても女性消防吏員の割合の増加という

ような、消防庁全体の方針もありますし、別にその男性女性ということを枠をとって採

用してるということではなくて、あくまで男性女性に関わらず能力主義で採用してるっ

ていうのが現状であります。その中で女性が多い年もあれば、少ない年もあるっていう

のが今の採用の現状となっております。以上です。 
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Ｃ委員・・・はい。ありがとうございます。そこのところが基本的にやっていこうっ

ていう意気込みが一番大事なんだなという気はしますが、一つここの取り組み項目のと

ころで、総務課の部分ですが、①、④っていうのがあるんですが、どちらかといえば③

番、参画が少ないって分野においてっていう、そこのところ、いずれか一方に対して活

動に積極的にて言葉が、全般的な言葉になってるんでなかなかあれかもわからないので

すが、ここの部分がポジティブアクションになるん違うかなとは思ったりして。だから、

取り組み項目③番を入れた方がいいんじゃないかなというふうに思いました。 

 

会長・・・ありがとうございました。いろいろご指摘いただいたんですけれども、事

務局の方から、なにかございますか。 

 

事務局・・・そうしましたら、Ａ委員さんからの分でお答えできるところをいかせて

もらいます。 

取り組み内容ごとの評価の方がわかりやすいということで、例えば 11 ページだった

ら、取り組み内容１、啓発を推進できたか、それに対して、Ａ、Ｂと、もしくはその下

の黒丸一つずつに対して、Ａ、Ｂとか、もう少しわかりやすくというお話かと思います。 

 

部長・・・他の委員さんの感じ方もちょっと聞いていただいて、懇話会として、Ａ委

員さんはやっぱりこの今の項目ではちょっとわかりにくいよと、取り組み内容全体の評

価をしたらどうかというご意見を今頂きました。もしかしたら、そのようにお感じの他

の委員さんもいらっしゃるのであれば、また他の委員さんからもどのレベルで評価する

のがやっぱり自分としては理解しやすいかというようなご意見を頂戴して、またその次

年度の実施報告書の改定に向けてですね、各評価の軸を、例えば個別事業ごとの今の形

のままの方がやっぱりいいのか、もう一つ上のこの黒丸ごとにするのがいいのか、もっ

と言うと取り組み内容の大きなところで評価するのがいいのかっていうことで、また庁

内で持ち帰って検討させていただきたいと思いますが、その前にこのＡ委員さん以外の

委員さんの方から、どのレベルで評価した方がわかりやすいかっていう感覚でいいので、

ご意見を賜れれば、我々も検討させていただければなと思うんですが、よろしくお願い

します。 

 

会長・・・ちょっとなかなかこういう書類を見せられるとこんなもんだと思って見て

しまうので、そういうまた他の視点から見るっていうことはなかなか難しいかなと思う

んですけれども。 

何かこのまとめ方でわかりにくかったとか、もっとこうしてもらえたらわかりやすい

のではないかとか、いらっしゃいますか。 
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Ｄ委員・・・先ほどいろいろお話伺う中でやっぱり各課によって温度差があるし、中

身によっては理想主義、理想的な大きな話も書いている課もあって、全体的にＡ、Ｂ、

Ｃ、Ｄそれからこの項目は①から⑧まで、真ん中には項目のないのもあるっていう、そ

の辺を精査していただいて項目の多い内容については、来年度以降になるかと思います

けども、区切れるものについては、区切った方が、例えば①、②、③、④、⑤、⑥であ

っても、まるぽつは①と③とかいろいろ分かれてくると思うんで項目ごとに分けるとい

うことも必要かと思います。ただ課によっては非常に良い大きな話で、まとまっている

ものもあるのでその辺の内容も精査しながら、もう少し取り組み項目を明確にできるよ

うな事業内容を上げてもらう。そういう中で個別に取り組み内容評価を入れてくってい

うふうにしていった方がわかりやすいと思います。以上です。 

 

会長・・・ありがとうございます。他の委員さん何かご意見。Ｅ委員さんお願いしま

す。 

 

Ｅ委員・・・取り組み項目と評価の関係については、各課本当に事業内容もそれぞれ

違いますし、意識の格差もあるので、このように見せられた場合、非常に見る側として

は分かりにくい。評価の項目は取り上げられているけれども、個別にその文字で書かれ

ている評価の理由とかがそれにマッチした理由でなかったりする場合は時々見受けら

れます。 

なので、各課でこれについては、その取り組み内容すごく意識的にやってるんだって

いうようなことと、もっとわかりやすい形で評価の対応できるような、何かちょっと今

具体的なイメージでは言えないんですけども、あればより分かりやすくなるのではない

かなと思います。 

あとすいませんちょっと個別のことで意見よろしいですか。本当は前もってお伺いし

て、ここでお答え頂けるように準備しておけばよかったんですけども、その時間がなか

ったもので。後ほどのレスポンスでも結構なんですけども、いくつか個別の意見、個別

のその担当課の取組についてちょっと申しあげていきたいと思います。 

７ページの防災災害復興への男女共同参画の推進ということで、今回の生理用品の備

蓄の拡大という大きな前進があったんですけれども、この数量と備蓄の場所を具体的に

表していただけたら嬉しいです。あともう一つは、14 ページの生涯学習課、ＰＴＡの

活動なんですけれども、これは男女共同参画の視点から私が疑問に感じている部分なん

ですが、母親委員会というのが設置されているんですね。その内容は、各ブロックごと

に地域家庭教育に関する研修会を母親委員会で行っているということなんですけれど

も、ちょっともうこの考え方が既に時代に即さないじゃないかなというのが一点と、実

際私もＰＴＡに関わっておりますけれども、この参加率が非常に低いんですね、でもし

かもちゃんと予算がつけられていて、なぜ参加率が低いかというと、やはりこの頃のご
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家庭では、両親が揃っている家庭なんかでは、ほぼほぼ２人共働きで、昼間開催とかの

母親委員会が設置されてもとても参加できる状況じゃないとか、あとはもちろん女性の

ひとり親家庭でしたらもう仕事もされてるから参加もできないとか、ちょっと今の時代

の実態にそぐってないのではないかなという感じはしております。意見としてお伝えい

ただけたらと思います。 

あと、これも意見なんですけれども、28ページの子育て推進課、一番上の学童保育

所の評価ですね、取り組み項目が②と⑤というのは、なぜ②と⑤なのかわからない中、

担当評価もこれＡとなっているんです。男女共同参画の意識の中で、学童保育がニーズ

があるところに対しては実施されているよっていうところでのＡ評価なんだと思うん

ですけども、にしてはですね、評価の理由というのが、子育て家庭のニーズに対応でき

ているとあるんですね。 

田辺市内では学童保育設置されてない地域もありまして、ニーズ調査っていうのはも

う３年度に一回ですかね。なので、ニーズに対応できているというここで言ってしまっ

ておられるのが、私は非常に引っかかったんです。特に設置条件に満たないところ 10

人以上、揃わないと希望者も 10 人以上ないと設置できないというこの条件に合わない

地域では、やはりもうちょっとニーズの掘り起こしをもっとしていくべきだと思います

し、ニーズの設置要件の見直し、そもそも、全校生徒が少ない学校における設置条件の

見直しっていうのは、これは必須ではないかなと考えております。ご意見としてお伝え

ください。また私の今挙げました意見の中からレスポンスもしいただけるのがありまし

たらお願いします。 

 

会長・・・はい、ありがとうございました。 

 

事務局・・・はい。今のＥ委員さんのほうはまた担当課に聞いておきます。 

 

部長・・・結果としたら、また担当課に聞いてコメントがもらえれば、また懇話会委

員さんに共有できるような形を考えさせていただきたいと思います。 

 

Ｂ委員・・・他市町村で行政評価をやってましたので、そこの視点から言うと、実は

政策評価にするか施策評価にするか事業評価にするかは、ちょっとだいぶ考え方の質が

違ってくるんですね。 

ですからこれをどういうふうにすぐ変えるっていうのは実はすごく難しい問題です。

担当課として一番多分やりやすいのは事業評価だと、個別事業の評価だと思うんですね。

ですから私はこの取り組み項目をどういうふうに変えるのかっていうのは少し今後の

宿題として置いておいていただいて、事業の実施状況と評価等の理由、課題等が主に合

ってないっていうのが委員さん方のご指摘だったと思うんですよ。 
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その事業実施状況はその取り組み内容から見たときに、それはこの事業じゃないでし

ょうというご指摘がありましたし、いやこれやってもそれをどう評価したかわかれへん

やんっていうのは、皆さんの委員さんのご指摘だったので、まず改善点としてはそこが

やっぱり各課粒が揃って、ぴったりと流れるようにそれぞれ持ち帰って精査していただ

くと、次の年度は同じようなのは出さないでください、と審議会として釘を打っておく

と、それぐらいが一つの筋だろうなと思うんです。 

で、この取り組み項目少し長期視点でいれた理由は多分ですよ、多分、事業実施だけ

だと小さなものになっちゃうんで、その中に大きな意味での男女共同参画の視点が入っ

てますかっていうような①から⑧の入れ込みだと思うので、それは事業立てを事業評価

にするか施策評価にするか政策評価にするかの部分との関連もありますんで、とりあえ

ずはここをすぐ手を付けるのはすごく大変なので、まずは実施とその理由と今後がちゃ

んと繋がってるかどうか、委員さん方にわかりやすくなってるかどうか、本質的にそこ

をもう 1回見直していただいた上で、じゃあそれが繋がってるんだったら取り組み項目

はこういう表現できますよねって次の段階だと思うので、少しあとの宿題と考えていた

だいた方がよろしいかなと思います。 

 

会長・・・ありがとうございます。 

 

部長・・・はい。そしたら、すいません。今のＢ委員さんの意見からすると全般難し

いということであれば、来年度に向けてまずやれるとしたら、この実施状況と評価の理

由課題と今後の予定がちゃんと繋がってるように、まずは取り組んでみると、Ａ委員さ

んが言ったように、取り組み内容全般ということになるとちょっと、今のＢ委員さんの

意見を聞いて、ちょっとハードルが高いなと感じましたので、できる範囲ということで

ここをやると、ただ今は、各課に調査票形式でばらまいて対処しているだけなので、も

う少し男女共同参画推進室の方で、こういう視点でまとめてみませんかというのを各課

と個別にやらないとこのレベルで揃わないので、取り組みとしたらそういう集団で一度

実施状況と、理由課題と今後の予定が、できるだけ繋がった形になるような取り組みを、

来年度の報告書まとめに向けてはやってみるというような取り組みの案を今考えたん

ですけども。委員の皆様としてそういう方向でよろしいか、また、いやいやそうじゃな

いよっていう意見があるのか、そのあたりをまたご意見いただければと思います。よろ

しくお願いします。 

 

会長・・・Ａ委員さんお願いします。 

 

Ａ委員・・・山﨑部長からおっしゃってくださったので、Ｂ委員さんもおっしゃって、

それだったら、一足飛びにはなかなか変わらないと思うので、私としてはやっぱり今の
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状況をきっちり評価と課題、今後の予定というのが繋がれば、より見やすくなるんじゃ

ないかな。先ほど⑦がないって言ったんですけど⑦はありました。22 ページの令和３

年のところに③、⑦とありました。１か所だけありました。 

それと関連して防災まちづくり課 24 ページなんですけど、自主防災組織が 213 の自

治会のうち 206 で結成されており、96.71%となったという評価の理由あるんですね。で

も、私としたら、その中に例えば私稲成町なんですけど、ほとんど自主防災組織ってい

うと、女性が入っていないように思うんですね。だから、私としたらの男女共同参画の

取り組みの参画の推進っていうことであれば、結成率は 96.71%であっても、そのうち

の女性比率っていうのを知りたいなと思います。 

 

会長・・・ありがとうございます。いろいろご意見いただいた皆様の中で、特に今年

度の進めかたについて何かご意見ある方いらっしゃいますか。 

 

Ｂ委員・・・ちょっとね、提案してしまったのが逆にちょっと、室に負担になりそう

でちょっと申し訳ないな、って思ってしまって、多分ヒアリングもちょっとしてフィー

ドバックしなきゃいけないので、逆に全課同じようにやるのが難しかったら、ここちょ

っと目つけとかなあかんなっていう課に集中的にやってください。こんなんあかんやん

みたいなことね。ここやりましたっていう形で。 

ただちょっとそうやって各課に書類だけじゃなくてコミュニケーションをかけてく

ると、事業自体をどう考えるかの意識が変わってくるので、前向きになってくるってい

う効果はすぐ出てくるんですね。そういった効果をちょっと狙いつつ敵対関係にならな

いように、上手いことちょっとあの負担増えますけどね、申し訳ないですけどやっても

らえたらと思います。よろしくお願いします。 

 

議題２：令和３年度田辺市男女共同参画センター事業報告及び令和４年度田辺市男女

共同参画センター事業計画について 

 

Ｆ委員・・・申し訳ないですが、５ページのところの田辺市男女共同参画推進員の活

動というのは、推進員さんが何人いてて、どういう、例えば１人の同じメンバーさんが

変わっていないのか、新しい人たちが増えてきてるのかとか、あとこの実現に向けて活

動に協力していただくボランティアの活動で、企画講座の開催等を行う、と書かれてい

るのですが、これは、どっち向きにこの人たちの勉強会もしくはこの推進員さんたちが

何かの啓発活動をされているのか教えてください。 

もう一つ、相談のところで、県や警察などの関係機関との連帯を図ってるということ

なんですが、それがあったのか、なかったのか。 
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会長・・・他にご質問ご意見ございますか。なければ今の件につきまして。 

 

事務局・・・推進委員さんは、やはり少し入れ替わっているところもあります。ちょ

っと令和４年度から増えたところもありまして、９人でやっております。 

令和４年度で新しい人は３人入ってくれて、進めています。協力や地域での啓発活動

とか、最近できてないんですけど、駅前とかに参加してくださったこともあるようで、

そういうのに参加してもらってます。 

推進員の皆さんたちの勉強会としては、この間は人権の条例を勉強する会というのを

開きまして、推進員の皆さんで市の職員から講義を受けて、次の推進員の会議のときに

それについて話をして、啓発というか、意識を高めているところです。 

相談員女性電話相談の警察との連携っていうことであれば、すぐさまさっていうよう

な切迫した状況の方はいらっしゃいませんでしたけれども、これについてもやっぱり県

や警察などは、いろんな今はオンラインでの勉強っていうのも多くやっておりますので、

それを見たりしながら、情報を新しく入れて、何かのために備えたりしているところで

す。 

 

会長・・・よろしいでしょうか？関係者会議は年に 1回必ずやっています。よろしい

でしょうか？他にご質問ご意見ないようでしたら、次にいかせて頂きます。 

 

Ｇ委員・・・前段の話と、リンクしてください。今聞いている中で我々の懇話会組織

体があって男女共同参画推進員という組織があって、男女共同参画連絡会という組織の

三つ巴となっているんですね。それを性格付けなのか性質付けなのかよくわからないん

ですけど、そこのリンクのさせ方が、ちょっと今あの資料を見せていただいた中で改め

てわからないとこ、もう一つ最近のあの行政からのアウトプットを見ますと、人権推進

課から人権教育啓発推進懇話会っていう、その委員の募集もされているんですね。これ

もっと横断的に内部固めやっていかないと、国の組織、県の組織縦割りに来ているなか

で、男女共同参画について各課に対して調整コーディネートを図っていくっていうのは

これ至難の技だと思うんですよ。 

ですから、我々基本的にまず、足元の推進員さんの会、連絡会、懇話会の位置づけを

再認識、我々ももう一度する必要あるんちゃうかなっていうふうに今日改めて感じまし

た。これはそういう組織付けこれは社会教育委員会のいろんな傍聴にも最近いくんです

けれども、地元の公民館の運営委員、生涯学習推進員の中でも、社会教育委員会との連

携の話もちょっと提案させていただいたりしてるもんですから、そこをもう少しこう、

いっぺん、他の推進委員会の方々とか連絡会の方々との何か意見交換というのも、あっ

てもいいかなと思ったりします。以上です。 
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議題３：「男女共同参画に関する市民意識調査」について 

 

事務局から資料№４、№５、№６に沿って、アンケート調査についての説明 

事業所アンケートについては、室と商工振興課等との市内部調整により進める旨委

員の了承を得た。 

 

Ａ委員・・・アンケート内容については前回よりずいぶんアップしたんじゃないかな

って期待してます。やっぱりその、この新聞にもあるんですけども、その性的少数者へ

の配慮、統計調査でも国としても検討が始まったっていうことで、和歌山県も公立高校

の入学願書は、もう既に性別無くしてる。2022 年６月 28 日の新聞によると、46道府県、

都だけがまだっていうところで、すべて性別をなくすかっていうと、やっぱりそこは難

しいところもあって、やっぱり調査によって男女別のデータをきちんと把握する必要の

ある、例えば雇用形態であったりとかもあるからそれは仕方ないけれども、政府は５月

に専門家による検討委員会を立ち上げて、やっぱり性別欄を廃止できるものとできない

ものを整理したりとか、男女以外の選択肢を追加したりするっていうのは、夏以降にガ

イドラインをまとめる予定だというのが新聞に載ってありました。この性別のこの問い

かけというのが非常に私もいろいろ思うんですけど、いろいろ聞いても、なかなかどう

いう文言っていうか言葉が一番いいのかという非常に難しいとこだと思うんですけど

も、第１段階はそこらへんなのかなと思ったりします。 

やっぱりその、３ページにもアンコンシャスバイアス（無意識の偏見）だったりとか、

リプロダクティブ・ヘルス/ライツ（性と生殖に関する健康と権利）とか、かっこして

書いてくれてる。やっぱりそういう言葉をここによって啓発していくっていうことも、

そういうことなんやってアンケートの答えをしながら、そこに気づいてもらうっていう

ことすごく大事だと思うので、今回いろんな言葉が出てきて、やっぱりそれをひとつひ

とつ市民に広がっていってくれればなって思ったりします。ありがとうございます。 

 

事務局・・・ありがとうございました。今回その問１で、今、Ａ委員さんおっしゃっ

てくださったように、皆さんの意見で、一旦これにさせてもらっています。自認する性

別っていうのはちょっともしかしたらわかりにくいかなと思ったりするんですけど、第

一段階として、これかなということと、あとアンケートの結果では、やっぱり委員さん

の中にも書いてくださった人いらっしゃったんですけど、全体はここに３と答えた方も

入ってこられます。 

次に、前回の結果を見たら女性男性っていう回答の分類になってくるので、少し３っ

て答えた方の意見は、っていうのも、難しいとこあるんですけども、国の方でもそこも

含めて今検討されているかと思いますので、一旦こうさせてもらってます。 
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会長・・・そうですね、ＬＧＢＴの方についてはどういうふうに呼ばしてもらったら

いいかっていうのは、それぞれこだわりといいますかね、お考えがありますので、こち

らの方からどういうふうにできるのか、ちょっと難しいところもあるんですけれども。

とりあえずは、今回はこれでさせていただくっていうことで、いかせていただきたいと

思いますが、他に項目とか、何かご意見ございますでしょうか？ 

 

Ｈ委員・・・３ページの問７になりますが、あのここだけ答える項目が過去形になっ

ているのが引っかかったんですけども。「よく知っている」ではなくて、「よく知って

いた」「知っていた」になっているというのと、あと次のページなんかにいきますと、

ちょっと流動的なお答えが選べるところがあります。「そう思わない」とか「わからな

い」という項目があるのに対して、ここはもう「知っていた」しかないので、ちょっと

耳にしたことはあるけども、さてって言われたら、よう説明せんよっていうぐらいのレ

ベルだったらっていうことになるので、「耳にしたことがある」とか「聞いたことがあ

る」とかそういうものもあればありがたいかなと思います。以上です。 

 

会長・・・ありがとうございます。他に。 

 

Ｉ委員・・・ちょっと簡単なことを教えていただきます。アンケート調査設問見直し

案の中でよく使われてる、「個人的な理由を聞く設問なので削除する」というその考え

方について教えてください。 

 

会長・・・はい。今おふた方からいただいた質問について。 

 

事務局・・・Ｈ委員さんの項目につきましては、検討していきます。Ｉ委員さんの分

につきましては、前回の調査で聞いてる項目ではあるんです。その後、どういった目的

で使ったかっていう結果と、今回もしこれを聞いてどこに反映させるために聞くってい

うのが、前回を見てもすぐわかりやすいなって思うところがなかったので、「例えばあ

なたは結婚をしていますか」とかっていうのが。あなたは、という個人的なことを聞く

ので、そういった観点でこの黒丸で削除したところは今回少し多くなっています。 

 

部長・・・個人的なことを聞く質問で無記名なんですけども、今回あくまで市民意識

調査ということで、「どういうふうに思われてますか。」とか、「どういうことを希望

しますか。」ということの質問に、できるだけ集中したいなあということと、新しい質

問も入れたいので、ちょっと落とす質問をどうしようかっていうのを検討しました。 

その中で例えば、「あなたが仕事していない理由は何ですか。」というのは、男女共

同参画の全体の意識ではなくて、個人的な事情を聞くっていうことなので、それだった
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ら他の質問を入れるのに、こういう個人事情を聞く質問はもう落とそうということで、

比較の中で落としたと、あとは前半の方でクロス集計、例えば「あなたのお住まいはど

こですか。」って聞いていながら、住まいに関係してそれを分析してないんですね。あ

と質問項目で。性別ごとの分析、あるいは年齢ごとの分析で。あえて今回子供のいる、

いないを聞いたのは、途中にその子育ての考え方っていう質問があるので、それはその

小さい子供さんが居るご家庭と、例えばもう子供さんがいなかったご家庭と、あるいは

もう学校を卒業した人とっていうので、もしかしたら傾向が違うかもわからないという

ことで、ここは個人的な質問なんですけども、後の分析に必要だということで、一応残

したというところで、大きくは新しい設問を入れたい中で、もうその意識、例えば「こ

ういうことは知ってますか」とか、「世間では平等になってると思いますか。」という

その世間一般に対する意識を聞く質問は優先して残す中で、ちょっと個人的にというの

は落としたと。 

ただＤＶに関しては、ＤＶの市町村基本計画にもこれ該当しますから、これはちょっ

と聞くのはどうかという議論もあったんですが、これはやっぱりちょっとＤＶの計画と

いうことからすると増える、どれぐらいの割合があるかっていうことになるので、これ

はやっぱり個人的な質問だけども、残さざるを得ないなという考え方で、個人的な質問

だから残したということではなくて必要なものを残すと、その分新しい質問を入れると、

これ実は 16 ページなんですけども、市役所の中で試しに回答してもらったら大変しん

どいと。 

選択肢が多すぎて「これ…」って言われて、これでも多いと言われてます。ただその

男女共同参画プランを考える上ではどうしてもやっぱり外せないなというのを一旦や

って、今後また改良というのはあるんですけども、前回よりはかなりその必要な項目に

絞って、新しい項目、新しい言葉を聞くであるとかっていうのを入れてみた中での現時

点でいかがでしょうかという案が今日説明させていただいた案です。 

なかなか、それぞれ皆さんから見たら、もうちょっとここの表現とかっていうのを、

多分おありだと思いますので、まだこのアンケートについては 10月実施でまだ間に合

いますので、今日ご意見いただいてもいいですし、お盆ぐらいまでだったらまだまだ修

正できますので、お帰りになってからまだちょっと今日は懇話会では言えなかったけど

も、ちょっとここどうよっていうようなこともおっしゃっていただいても対応はさせて

いただけるかなと思います。 

すいません要は全体の設問数との関係で、個人の仕事してない理由とか、辞めた理由

とかっていうのはもうあまり意味がないなということで落とすかっていうのが実際の

ところです。 

 

Ｉ委員・・・もう一つ、４ページのイラストですけど、左側の方は男女問わず高齢者

の方をお世話してると分かる、隣りは何をされてるんですか。 
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事務局・・・災害ボランティアって言います。 

 

委員のみなさん・・・掃除だと思った。 

 

部長・・・別のイラストの方がいいですか。左上の方は別にわかるけどちょっと右下

がわかりにくいのであれば、似たようなイラストがありますので、ちょっとイラスト差

し替えます。 

イラストある方がいいですか。あるほうがちょっと字ばっかりよりは、隙間空いたと

ころにイラストあった方がいいのかなと思って入れたんですけども、まずはイラストあ

るということでよろしいですか。 

ただその上でちょっとこの災害ボランティアのはわかりにくいっていうことであれ

ば、別のイラスト考えます。 

 

Ｄ委員・・・７ページの右側も何かなと。 

 

部長・・・７ページの右側はいろんなところで前に立って発表している風景です。 

 

Ｄ委員・・・これ上の設問と関係あります？ 

 

部長・・・あんまりないです。左側はすごく関係あるんです。ここはもう一つでも全

然もう。 

 

Ｄ委員・・・さっきの会議をしているイラスト、スカートはかせたらあかんて言われ

るし、ちょんまげを結ってある男の人も最近はいるし、ぱっと見たときに、なんかこう

まず意図は。 

 

部長・・・一旦は内閣府さんが今オープンに使ってくださいっていう範囲で。田辺市

オリジナルだったらまた違うんですけど、内閣府さんのせいにして申し訳ないんですけ

れども。 

 

Ｄ委員・・・それなりに分かりやすいのにしてもらえないか。 

 

部長・・・右下のイラストは別のを考えます。 

 

Ｅ委員・・・大事な挿絵だと思ったんです。今説明を伺うとね。 
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部長・・・災害ボランティアと何かコメント書いて残すというのがあるんですけど。 

 

Ｅ委員・・・災害時のボランティアとか、高齢者の支援とかいうふうに、ちょっと一

言あるだけで、やはり意図するものがあると思うんです、挿絵を入れられる。そこがよ

り伝わるんではないかなと思う。 

 

Ｄ委員・・・上の設問にないのに急に災害が出てくるのではなくて、上の設問に関係

のあるイラストにする方がいいと思いますけども。 

 

部長・・・はい。ちょっとコメントは入れた方がいいですか。 

もう絵だけでわかるんでコメントなくていいですか。上の設問にあるやつでぱっとわ

かるイラストを選んでくださいという、そういう受け止めでよろしいでしょうか？ 

 

会長・・・イラストは見ただけでわかるものでいいのではないかと。よろしくお願い

します。他に質問はございますでしょうか。 

 

Ｄ委員・・・最後のその他についてお尋ねしますというのも 1 問しかないので、これ

から必要な取組とか施策とかについてお尋ねします。その他がいくつもあるんだったら

いいですが一つしかないので。 

11 ページの男女の人権から、今ざっと見たときにセクハラが１問、ストーカーが１

問、それからＤＶは７問というふうに、バランス的にどうかなというのがあるんですけ

ども、さっき別の計画も含んでいるということで、こういう質問もしないとそういう計

画に反映できないというのもあるんですけど。ちょっとバランスどうかな。 

例えば、セクハラ、ストーカーがあって、14 ページに、「相談しましたか」とか、

「相談しなかった」とか、「窓口としてどのようなものがありますか」とかそういうの

を例えばセクハラとかストーカーでも聞けるかなと思うんです。ここへきてなかなか難

しいと思うんです。 

それをミックスして聞くのは、わかりにくくなるかなって思いながら、ちょっとセク

ハラとストーカー聞いただけあとは、突っ込んで別のＤＶの計画の方へ反映したいから

ということでわかるんですけども、セクハラとかストーカーの相談項目入れたら質問増

えるからあれなんですけど。 

ちょっと見たらその後だんだん濃くなってくるんで、ちょっとさらに答えにくいかも

わからない。設問はこんな設問になってるのかもわかりませんが、例えばストーカーっ

ていうのは、一般的につきまといというのが、みなさんの意識的にはあると思うんです

けども、そのつきまといっていうのがあんまり書かれてなくて、「大声で馬鹿野郎と怒



18 
 

鳴る」っていうのは、ストーカーなのかなという。恐喝というか、そういう話なんで、

ちょっとその設問の中身的なもので一般の市民の方が見たときに、ストーカーというの

が、簡単にわかっては駄目なんでしょうけども、「大声で馬鹿野郎」がストーカーにな

るんかっていうのは私もちょっと非常に悩ましいなという。 

12 ページからも大変重たくなって刃物とかでてくるし、殴る蹴るとか言ったらもう

傷害なんで、夫婦間とか恋人同士の間では、表に出ないというその辺の話があるかと思

うんですけども。 

セクハラとストーカーとＤＶのちょっと温度差がきついかなっていうふうに感じま

すが、さあどんなにしたらいいのかというのは持ってないんですけど、見た感じではそ

う思います。 

問７のことばの中で、「ＤＶ」は聞いたことがある人が多いので説明を入れて、そし

て「デートＤＶ」もありますよ、と、それの方が記入しやすいかなと思います。 

 

会長・・・ありがとうございます。いかがでしょう他にお気づきの方ありましたら。

なければご指摘について何か。 

 

事務局・・・言葉については、ちょっと内部でも検討してみます。セクハラと、スト

ーカーの温度差については、まずＤＶから入ったらいきなり刃物などを突き付けて脅す

が一番最初の問題になってしまうんですけど、それをひっくり返すか。 

 

Ｄ委員・・・順番的にはこれでいいです。一問一問のバランス、これは別の計画に反

映せなあかんことだけども、別の計画に反映するとは書かれてないんで、はい。 

 

部長・・・１冊の中に、そのパートが入る。前の計画も実はＤＶの市町村計画の役割

担ってたんで、第２のプランもそうなんですけども、あえてＤＶ計画とか市町村計画を

作らないといけないのは他にもあるんです。それはあまり書かずに、書くと何かお願い

文がややこしくなるのであえて書いてないデータで、あとは今のＤ委員さんの意見を申

し上げますと、この庁内でやったときには質問項目が多いという意見があって、確かに

バランスが悪いっていうのは作った我々も感じてるところです。 

実は、ストーカーとかそこら辺ももうちょっと選択肢があったんですけども、あまり

にもこの15個とか20個の選択肢が3つも続くとさすがに答える気なくすよねっていう

こともあって、選択肢を減らしてます。 

ストーカーはちょっと、（エ）とか（オ）が本当にストーカーなのかっていうことは、

またそこは選択肢は変えるというのはあるんですけども。 

ちょっと今の委員さんの意見で、他の委員さんの意見もお伺いしたいんですが、やっ

ぱり質問が増えてももうちょっとセクハラとストーカーは何かやった方がいいんじゃ
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ないのとか、もうでもこれ以上質問増えると書く気なくすし、一旦今回はもうこれぐら

いでいいんじゃないかとか、例えば、問 28 だけ独立してセクハラ、ストーカー、ＤＶ

の相談窓口をトータルで聞くという質問で、一旦そこだけで受けるというようなやり方

もあるのはあると思うんですけども、ちょっとＤ委員さん以外の委員さんのちょっと感

覚であるとか、ご意見をお伺いできると、今後修正する上での参考になるかなと思いま

すので、ご意見いただけましたら大変ありがたいです。よろしくお願いします。 

 

会長・・・いかがでしょうか？設問、設問数と難しいかと思うんですけれども。ご自

分がこのアンケートに答えるとしたらどうかっていうご視点で考えていただけるとあ

りがたいです。 

 

Ｆ委員・・・「あなた自身のことについてお尋ねします」で、１、２、３、てあって

年齢だったり、性別だったり聞いていて、次「男女平等についてお尋ねします」があっ

て、こういう言葉が問題があるの知っていますか、家庭があって、仕事についてはいつ

もこの仕事のとこにありますか。 

 

部長・・・今回あえて仕事はこっちへ持ってきてます。はい。前回の調査表ではあな

た自身のことについてお尋ねしますというところだったんですが、どうしてもその問

17 が、結局、採用とか賃金とか昇給昇格っていうのは、いわゆる給与所得者の人の質

問になります。 

前回は最初のあなたのご自身のことについてお尋ねしますに仕事聞いといて、また途

中で、あなたは仕事してますかっていう質問もういちど入れていたんです。それはやっ

ぱりちょっと同じような質問が２回あってもったいないということで、あなた自身のこ

とをお尋ねしますっていう質問なのですが、仕事の質問のところに引っ越して、質問数

を減らそうということで、あえてこっちへ持ってきてます。 

 

会長・・・あと何か疑問に思われた点とか、ないでしょうか？ 

 

Ｄ委員・・・ちょっと質問数を増やすのも大変そうなので、問 28でセクハラであっ

たりとかの相談についてのことをちょっと膨らませていただいて、流れ的には 29 番を

28 番にして、29番で全ての方にお尋ねしますということで。 

 

議題４：意見交換 

 

Ａ委員・・・情報提供なんですけど、７月 31 日付の和歌山版の朝日で、和大の足立

教授は、まちづくり講座ということで結構連載してる部分があるんですね。そこでライ
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フルホームズ総研っていって、日本の住まいの未来を考える研究所っていう小さな研究

所があるらしいんですけど、そこで、島原さんっていう方がおっしゃってるのは新たに

注目してるのが、都市の寛容度、寛容、指標であるっていうことでね、これ小さな町ほ

ど地元のコミュニティに閉塞感を感じる若者や女性の割合は高くなると、都市の寛容さ

について点数化した部分があって、2021 年 47 都道府県、和歌山はこのあいだもあの観

光の面ではすごくトップなんですけど、なんとここの寛容性を示す要因として抽出され

たのは、女性の生き方、少数派の包摂、家族のあり方、個人主義、若者を信頼、変化へ

の需要などについての回答者が数値化して回答したらしいんですね、で上位はね、東京

都が１位、神奈川県、千葉県とあって、ちなみに和歌山県の寛容性は、観光ではトップ

です、寛容度は 31 位です。情報提供です。そこら辺で多分女性の生き方だったり、非

常に私自身も感じてますので。 

 

会長・・・はい他に何かここで話し合ってほしいこと 

 

Ｊ委員・・・今Ａ委員さんのお話があったように、本当に田舎の嫁には人権がないん

だなと思う事が多々本当にあります。「ゆう」で内容未定のものは削除してもらって、

決まっているものだけを記載してもらって、そうすると書ける部分が増えるかも。で講

座の報告とか、私忙しくて行けなかったりするので、どういった内容だったのかという

ようなことも書いていただけたらありがたいなと思いました。 

 

委員のみなさん・・・（「ゆう」（広報誌）表紙のイラストの話） 

 

部長・・・テレビのディレクターです。どうしてもそのテレビのディレクターという

のは男性の職業やと思われがちなんだけども、女性も今やってますよっていうことを表

すイラストという解釈です。 

 

Ｄ委員・・・ひとりカラオケかと思った。 

 

Ｉ委員・・・その下のここ髪の毛長い、何かわからない…。 

 

部長・・・壁のペンキ塗りです。 

 

Ｉ委員・・・これが女性というつもりですね。 

 

部長・・・そういうことです。 
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Ｉ委員・・右が男性。ぱっと見たらわからんので間違い探しみたい。これが 

なかったら同じ。 

 

事務局・・・内閣府ではこれをまた地域の会報誌とかに載せてもらえるようにという

点でもあるので、ぜひ皆さん、何か例えば料理の教室のとき使ったりしたら、そんなに

違和感ないかもしれないんですけどこれ並べたら、これは何やろうってなって、すみま

せん。オムツ替えと。多分これはカラーで見ても色は男性女性、差はないと思いますの

で、またぜひご利用ください。 

 

会長・・・考え方、いろいろな感じがあるとは思います。よろしいでしょうか？それ

でもうちょっと時間も終了に近くなってきましたので、事務局の方から何かございます

か。 

 

事務局・・・今回修正させてもらった調査表と次回の予定なんですが、会長さん修正

させてもらった後は、どうでしょうか。 

 

会長・・・今回いろいろご意見をいただいてきましたので、またアンケートの内容と

か設問とか変更をさせていただく、見直しをさせていただくこともあると思いますが、

それにつきまして皆様の方に印刷物か何かでお送りしてから承認していただくか、それ

かもう１回この懇話会の場を設けるか、どちらかにさせていただきたいのですが、どち

らがよろしいでしょうか？ 

もう送ってもらって、見せてもらったらいいよっておっしゃっていただいたらそれで

いいですし。 

 

部長・・・郵送で送らせていただいて、またそれに対してさらにご意見があれば頂戴

して、そこから先はもうちょっとアンケート実施時期の関係もありますので、最終次の

ご意見はもう市役所の方で検討して、10月の実施ということでさせていただければと

思いますけれども、よろしいでしょうか？ 

 

会長・・・はいそれでは他にご意見、言い残したことございませんか。なければそし

たら時間になりましたので終わりに副会長から一言ご挨拶をお願いいたします。 

 

副会長・・・皆さん大変お疲れ様でした。本日のご案内はこれで終了させていただき

たいと思います。 

本日はアンケートの案をはじめ、男女共同参画についていろいろな意見をお聞きする

ことができました。機会があれば、皆さんの団体におかれまして啓発の意味を込めて、
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話題や議題にしていただけたらと思います。コロナがたいへん流行ってきてございます

ので、皆様方、十分お体に気をつけて、また暑い時期になって熱中症にもなりますので、

感染対策等をしっかりしていただいて健康に留意していただけたらと思います。 

本日はお忙しい中、どうもありがとうございました。 


